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５ 県内初、酪農経営における農場 HACCP認証取得への取組 
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Ⅰ はじめに 

 近年、食品への異物混入やグローバル化などの問題から消費者の食の安全安心に対する関心は高まっ

ている。そのため、フードチェーンの起点に位置する畜産農場は、より安全な畜産物の生産を目指し、

消費者の信頼を獲得する努力を続ける必要がある。 

 今回、県内において初めて酪農場における農場 HACCP認証（以下、認証）取得への取組が開始された

ので、その経過と当所の指導について報告する。 

 

Ⅱ 農場 HACCPの概要 

 HACCPとは Hazard（危害要因）、Analysis（分析）、Critical（必須）、Control（管理）、Point

（点）の頭文字をとった略称である。危害分析により必須管理点を定め、それを重点的に管理すること

で、製品の安全を確保する管理手法であり、食品の安全確保のためのグローバルスタンダードとして世

界的に広まっている。 

 農場 HACCPは、飼養衛生管理に

HACCPの考え方と、PDCAサイクルに

よるマネジメントシステムを組み合

わせ、農場の必須管理点を決め、重

点的に管理をし、これを常に見直し、

改善することで生産される畜産物の

安全性を向上させる。（図１） 

 現在、全国では 69農場が認証を

取得している。 

 

Ⅲ 農場概要 

 平成 25年 7月に開業し、搾乳牛は 150頭、フリーストール、ミルキングパーラー方式で、生乳出荷

量は年間 1500トン、従業員は 6名である。経営者は他県にも酪農場を経営しており、そこはすでに認

証を取得している。 

図１ 農場 HACCPの概要 
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 当農場の認証取得の流れは、まず

前段階である推進農場の指定を受け

る。そのために、指定要件である法

令遵守、農場 HACCPの手法を理解し

た一定の取組開始等を実行し、指定

申請に基づく書類審査を受ける。 

 その後、システムを構築、運用、

内部検証を行い、実地審査、判定を 

経て、認証を取得する。（図２）   

 

Ⅳ 取組理由と当農場の特徴 

 マニュアルに基づく高い衛生管理システムを構築し、安全安心な生乳を生産することで、将来的に製

品を差別化することを目的として取組を開始した。 

 当農場の取組の特徴は、開業当初から認証取得を目指し、HACCPチームメンバーは全員、農場 HACCP

指導員養成研修を受講しており、書類作成等、役割が均等に分担されていることである。 

 そのため、メンバーが取組意義等を十分に理解しており、個々の責任感、意欲が高く、経営者と従業

員が一丸となり取り組むことが出来ている。 

 

Ⅴ 取組内容 

１ 取組開始 

   平成 26年 10月に関係者によるキックオフ集会で、農場の衛生管理方針が発表され、取組への 
  開始が宣言された。事務所には衛生管理方針や、取組スケジュールが掲示してあり、常に確認、意 

  識出来る環境にしている。 
  

 ２ 取組体制 

   HACCPチームメンバーは、経営者や 

  従業員で編成されている。管理獣医師、 

  家畜保健衛生所は内部検証員であり、製 

  薬会社とともに外部メンバーとして専門 
  的な立場から助言や指導を行う。 
   この２つのメンバーをあわせプロジェ 

  クトメンバーと呼び、当所は特に、法令 

  遵守や一般衛生管理を中心に指導してい 

  る。（図３） 

 

 

図３ 取組体制 

図２ 農場 HACCP認証取得までの流

れ 
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 ３ 推進会議 

   推進会議はプロジェクトメンバーが参加して月に１回開催される。毎回、課題について提案、見 

  直し、改善を行う。和やかな雰囲気作りがされ、それぞれの立場から活発な意見交換が行われてい 

  る。会議の中で経営者が大きな目標を提案することにより、メンバーの士気も高まっている。 

  

 ４ 一般衛生管理の見直し 

   推進会議ではまず、法令遵守や一般衛生管理の見直しを行い、外部からの病原体持ち込み防止の 

  ために農場入り口に定期的に消石灰を散布することや入場禁止の看板を設置すること、入場者に対 

  する記録簿への記入と靴底、手指の消毒を促すことが再徹底された。 

   また、踏み込み消毒槽の設置場所や設置方法の見直しもされた。 

 

 ５ 農場内部での伝達方法の見直し 

   農場内部の情報伝達方法を円滑、かつ効果的に行うために見直しを行った。 

   社内掲示板は従業員の目につきやすい場所に設置し、確認者はサインをし、全員が確認したもの 

  はファイリングすることとした。また、郵便物や書類もカラーボックスに仕分けし、整理すること 

  とした。 

 

 ６ 危害分析の準備 

   「哺乳牛」、「経産牛」、   

  「未経産牛」の管理、「搾乳前 
  後」、「搾乳」作業、「治療」 
  の工程一覧図を作成し、各工程 

  の作業を整理するとともに、全 

  ての作業についての目的や阻害 
  要因、注意点、使用資材、作業 
  工程等を詳細に文書化した。 

   主に各工程の担当者が文書化 

  し、会議出席者全員で見直し、 

  改善をして作業を標準化した。 
   現在、作業シートは 75に及 
  び、今後も必要に応じて増える 

  可能性がある。（図４） 
   衛生管理区域内の人、牛、物 
  の各動線も一つずつ図式化し、 

  無駄な動線や、清浄度が比較的  
  低い区域から高い区域へ移動す 

図６ 石灰乳を塗布した牛舎 

図８ 分離飼育した子牛 

図４ 作業シート 

図５ 動線図 
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  るために汚染危害が考えられる動線については、変更や新たな踏み込み消毒槽設置を指導した。 

  （図５） 

 

 ７ 危害分析 

   現在は工程一覧図、作業シート、動線図を基に、危害分析に取り掛かかっている。 

   そのため、全ての原材料及び作業工程に危害となる生物・化学・物理的要因の存在とその発生要 

  因、予防措置を検討している。 

   今のところ、搾乳前作業で「洗浄液の混入」、搾乳作業で「抗生剤の残留」の化学的要因を必須 

  管理点の候補とした。 

   この危害分析は独自の取組みとしてに牛の健康管理の項目を追加し、生産性の向上や疾病率の低    

  下も目指している。（図６） 

 

 

Ⅵ 取組開始後の成果 

  取組開始後、マニュアル化による作業の標準化や、危害要因分析を行うことにより、従業員の安全 

 安心な生乳生産への使命感が醸成されるとともに、相互のコミュニケーションも充実し、生乳生産量 

 や乳質が安定する等の成果が認められた。 

 

Ⅶ まとめ 

  当農場は本年 6月に、推進農場に指定され、平成 28年中の認証取得を目指している。 

  今後も HACCP計画の作成やシステムの運用・見直し等の負担が継続することから、メンバーのモチ 

 ベーション維持が欠かせない。 

  当所は引き続き専門的な立場から、疾病などの検査や飼養管理技術指導に対する助言の他、システ 

 ム構築作業の効率化やメンバーの負担軽減のための改善策を提案することで、早期認証取得の支援を 

 行う。 

  農場 HACCPの取組みは、安全な食品を求める消費者の要望に応えることで、生産者にもメリットを 

図６ 危害分析 
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 もたらすものとして、広く普及していくことが期待されている。 

  当所は、当該農場や、管内で既に認証を取得した養鶏場への指導経験を基に、さらなる取組推進を 

 図り、安全安心な畜産物生産の一翼を担っていく。 


